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令和７年第１回定例会 

 

 
歌　志　内　市　議　会　会　議　録 

 

 
第５日目（令和７年３月２１日） 

 
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 

 　（午前　９時５８分　開議）

 

開 議 宣 告 

 

○議長（本田加津子君）　おはようございます。 

　ただいま出席している議員は８名であります。定足数を満たしておりますので、これより本

 日の会議を開きます。

 

会議録署名議員の指名 

 

○議長（本田加津子君）　日程第１　会議録署名議員の指名を行います。 

 　会議録署名議員は、議長において１番能登直樹さん、７番下山則義さんを指名いたします。

 

諸 般 報 告 

 

○議長（本田加津子君）　日程第２　諸般報告であります。 

 　事務局長から報告いたします。

 　三浦議会事務局長。

○議会事務局長（三浦悟君）　報告いたします。 

　本日付議されます議案は、市長より送付を受けた議案１件、条例・予算等審査特別委員会、

 委員長より報告１件、女鹿議員からの意見書案１件であります。

 　本日の議事日程については、別紙配付してあります議事日程表のとおりであります。

 　次に、議員の出欠席の状況でありますが、本日は全員の出席であります。

 　以上で、報告を終わります。

○議長（本田加津子君）　特段の発言はありますか。 

 　〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（本田加津子君）　ないようでありますので、諸般報告を終わります。 

 

議 案 第 ２ １ 号 

 

○議長（本田加津子君）　日程第３　議案第２１号歌志内市森林整備基金条例の一部を改正す

 る条例の制定についてを議題といたします。

 　提案理由の説明を求めます。

 　東所副市長。
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〇副市長（東所勝則君）　－登壇－ 

 　改めまして、おはようございます。

　それでは、議案第２１号歌志内市森林整備基金条例の一部を改正する条例の制定について御

 提案申し上げます。

　提案理由は、森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律（平成３１年法律第３号）に定め

られた使途に充てることを明確に規定するため、関係条文を整備しようとするものでございま

 す。

 　次ページの本文に参ります。

 　歌志内市森林整備基金条例の一部を改正する条例。

 　歌志内市森林整備基金条例（令和元年条例第３号）の一部を次のように改正する。

　改正内容につきましては、資料と併せて御説明いたしますので、定例会資料の１ページを御

 覧願います。

　第１条は、設置の規定でございます。森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律に定めら

 れた使途に充てることを明確に規定するため、関係条文を整備するものでございます。

 　本文の附則に戻ります。

 　附則。

 　この条例は、公布の日から施行するものでございます。

 　以上でございますので、よろしくお願いいたします。

○議長（本田加津子君）　これより質疑に入ります。 

　質疑ありませんか。 

　〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（本田加津子君）　質疑なしと認め、質疑を終わります。 

　これより討論に入ります。 

　討論ありませんか。 

　〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（本田加津子君）　討論なしと認め、討論を終わります。 

　これより、議案第２１号について採決をいたします。 

　ただいまの議案については、原案のとおり可決することに御異議ありませんか。 

　〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（本田加津子君）　御異議なしと認めます。 

　したがって、議案第２１号は、原案のとおり可決されました。 

 

報 告 第 ２ 号 

 

○議長（本田加津子）　日程第４　報告第２号議案第３号歌志内市学校教職員住宅に関する条

例の制定について、議案第６号歌志内市職員給与条例の一部を改正する条例の制定について、

議案第１５号令和７年度歌志内市一般会計予算、議案第１６号令和７年度歌志内市国民健康保

険特別会計予算、議案第１７号令和７年度歌志内市後期高齢者医療特別会計予算、議案第１８

号令和７年度歌志内市病院事業会計予算、議案第１９号令和７年度歌志内市下水道事業会計予

 算、以上、令和７年３月１１日条例・予算等審査特別委員会付託を議題といたします。

 　この件について特別委員会委員長の報告を求めます。

 　条例・予算等審査特別委員会委員長、山崎瑞紀さん。
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〇条例・予算等審査特別委員会委員長（山崎瑞紀君）　－登壇－ 

 　報告第２号条例・予算等審査特別委員会審査報告書。

　当委員会に休会中の審査として付託を受けた事件について審査の結果、次のとおり決定した

 ので、会議規則第１０５条の規定により報告いたします。

 

 記

 　１．事件。

 　議案第３号歌志内市学校教職員住宅に関する条例の制定について。

 　議案第６号歌志内市職員給与条例の一部を改正する条例の制定について。

 　議案第１５号令和７年度歌志内市一般会計予算。

 　議案第１６号令和７年度歌志内市国民健康保険特別会計予算。

 　議案第１７号令和７年度歌志内市後期高齢者医療特別会計予算。

 　議案第１８号令和７年度歌志内市病院事業会計予算。

 　議案第１９号令和７年度歌志内市下水道事業会計予算。

 　（令和７年３月１１日付託）。

 　２．審査の経過。

 　３月１７日、１８日、１９日の３日間、本特別委員会を開催し慎重に審査した。

 　３．審査の結果。

 　いずれも全員一致により原案のとおり可決すべきものと決定した。

 　以上でございます。

○議長（本田加津子君）　これより、議案第３号、議案第６号、議案第１５号、議案第１６

号、議案第１７号、議案第１８号、議案第１９号の７件について、質疑及び討論を省略し、直

 ちに一括採決したいと思いますが、これに御異議ございませんか。

 　〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（本田加津子君）　御異議なしと認めます。 

 　本件は、質疑及び討論を省略し、直ちに一括採決することに決しました。

　これより、議案第３号、議案第６号、議案第１５号、議案第１６号、議案第１７号、議案第

 １８号、議案第１９号の７件について、一括採決いたします。

　この本件に対する条例・予算等審査特別委員長の報告は、いずれも可決すべきものでありま

 す。

 　本件は、条例・予算等審査特別委員長の報告のとおり可決することに御異議ありませんか。

 　〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（本田加津子君）　御異議なしと認めます。 

　したがって、議案第３号、議案第６号、議案第１５号、議案第１６号、議案第１７号、議案

第１８号、議案第１９号の７件は、いずれも条例・予算等審査特別委員長の報告のとおり可決

 されました。

 

意 見 書 案 第 １ 号 

 

○議長（本田加津子君）　日程第５　意見書案第１号ＩＬＯハラスメント禁止条約の批准を求

 める意見書（案）を議題といたします。

 　提案理由の説明を求めます。
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 　女鹿聡さん。

○６番（女鹿聡君）　－登壇－ 

 　意見書案第１号ＩＬＯハラスメント禁止条約の批准を求める意見書（案）。

　上記議案を歌志内市議会会議規則第１３条の規定により、別紙のとおり提出いたします。 

　本意見書案につきましては、お手元に配付しております内容により、関係機関に提出するも

のです。 

　内容の趣旨説明については、読み上げを省略いたしますが、地方自治法第９９条の規定によ

り意見書を提出いたしますので、議決くださいますよう、よろしくお願い申し上げます。 

────────────────────── 

（以下は、朗読を経ないが掲載する。） 

 　ＩＬＯハラスメント禁止条約の批准を求める意見書（案）

　２０１９年に開催された国際労働機関（ＩＬＯ）総会で、仕事の世界における暴力及びハラ

スメントの撤廃に関する条約が日本政府も含め賛成で採択され、２１年６月に同条約が発効し

 ました。

　条約は、仕事における暴力とハラスメントはディーセント・ワークと両立せず、容認できな

いと認めています。そして、保護すべき対象を正規や派遣、パートなどの契約上の地位にかか

わらず、全ての労働者をはじめ、インターンを含めた訓練中の人、雇用が終了した人、ボラン

ティア、求職者など幅広く定めています。また、暴力及びハラスメントの発生場所を、職場だ

けに狭めず、休憩・食事の場所、通勤中の行為、電子メールなどのやり取りの過程なども含む

 ものとしています。

　しかし、日本政府は現時点で条約の批准にはいたっていません。２０１９年の労働施策総合

推進法の改定では、行為そのものの禁止や罰則が盛り込まれず、企業に相談窓口の設置などの

 パワーハラスメントの防止策に取り組むことを義務付けるにとどまりました。

　現在、職場における暴力とハラスメントによる被害は後をたちません。厚生労働省の発表に

よれば、パワーハラスメントに関する相談では、２０２３年度に６２,８６３件となっていま

 す。被害者救済と被害の根絶を進めるために、日本でも対策が急務となっています。

　よって、国会および政府におかれては、仕事の世界における暴力及びハラスメントの撤廃に

 関する条約を早急に批准することを求めます。

 

　以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出いたします。 

 

　令和７年３月２１日 

 

　　　　　　　　　　　北海道歌志内市議会 

 

 　提　出　先

 　衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、外務大臣、厚生労働大臣

────────────────────── 

○議長（本田加津子君）　本件については、質疑及び討論を省略し、直ちに採決したいと思い

ますが、これに御異議ありませんか。 

　〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（本田加津子君）　御異議なしと認めます。 
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　本件は、質疑及び討論を省略し、直ちに採決することに決しました。 

　これより、意見書案第１号について採決をいたします。 

　ただいまの意見書案については、原案のとおり可決することに御異議ありませんか。 

　〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（本田加津子君）　御異議なしと認めます。 

　したがって、意見書案第１号は、原案のとおり可決されました。 

 

閉会中継続審査の申し出 

 

○議長（本田加津子君）　日程第６　閉会中の継続審査の申し出についてであります。 

　各委員長より、委員会において審査中の事件について、会議規則第１０６条の規定により、

 お手元に配付のとおり閉会中の継続審査の申し出があります。

 　お諮りいたします。

 　各委員長からの申し出のとおり、閉会中の継続審査に付することに御異議ありませんか。

 　〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（本田加津子君）　御異議なしと認めます。 

　したがって、各委員長からの申し出のとおり閉会中の継続審査に付することに決定いたしま

 した。

 

閉　会　宣　告 

 

○議長（本田加津子君）　これで、本日の日程は全部終わりました。 

 　以上をもって、今期定例会の会議に付議された事件は、全て議了いたしました。

 　これをもちまして、令和７年歌志内市議会第１定例会を閉会いたします。

 　大変御苦労さまでした。

 （午前　１０時１１分　閉会）　
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　　　　上記会議の顛末を記録し、その相違ないことを証するため、 

 

　　　ここに署名する。 

 

 

　　　　歌志内市議会議長　　　本　　田　　加 津 子 

 

 

　　　　　　　　署名議員　　　能　　登　　直　　樹 

 

 

　　　　　　　　署名議員　　　下　　山　　則　　義 

 

 


